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及び施行等について 

 

 

 

 

 

雇用保険法等の一部を改正する法律（平成２２年法律第１５号）については、本年１

月２９日に国会に提出され、衆議院において、本会議、厚生労働委員会合わせて４回

の審議を経て可決され、参議院において、本会議、厚生労働委員会合わせて２回の審

議を経て本日付で可決、成立し、公布されたところであり、平成２２年４月１日より施行さ

れる。（別添１及び別添２参照） 
また、同法の施行に関し、厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会（会長 諏訪康

雄法政大学大学院政策創造研究科教授）に対して「雇用保険法施行規則及び雇用対

策法施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「労働保険の保険料の徴収等に関

する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」について諮問し、同審議

会から厚生労働大臣に対して、答申が行われたところである。（別添３及び別添４参照） 

※ 資料 

  別添１ 雇用保険法等の一部を改正する法律の概要 

   別紙１ 非正規労働者に対する適用範囲の拡大 

   別紙２ 雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善 

   別紙３ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を 

変更する告示の制定について 

  別添２ 「雇用保険法等の一部を改正する法律案」の国会審議経過 

  別添３ 「雇用保険法施行規則及び雇用対策法施行規則の一部を改正する省令案

要綱」の諮問書、答申書等 

  別添４ 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を

変更する告示案要綱」の諮問書、答申書等 

  参考資料 

参考１ 雇用保険法等の一部を改正する法律の概要 

参考２ 周知用リーフレット 

平成２２年３月３１日 

職業安定局雇用保険課 

(担当)  

課長         坂口 卓 

課長補佐      篠崎 拓也 

課長補佐      坂井 元興 

(電話)  ０３（５２５３)１１１１ 

         内線（５７６３） 

（夜間） ０３（３５０２）６７７１ 

 

   

 
 



 雇用保険法等の一部を改正する法律の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 概要 

１ 非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化 

（１）非正規労働者に対する適用範囲の拡大  

雇用保険の適用基準である「６か月以上雇用見込み」を「３１日以上雇用

見込み」に緩和する。（別紙１参照） 

（２）雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善 

事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた

者のうち、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書

類により確認された者については、２年を超えて遡及適用する。（別紙２参照） 

事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、 

保険料の徴収時効である２年経過後も保険料を納付可能とし、厚生労働大臣は事業 

主に対してその納付を勧奨する。 

 

２ 雇用保険の財政基盤の強化 

（１）積立金から雇用安定資金に借り入れる仕組みの措置 

雇用保険二事業（事業主からの保険料負担のみ）の財源不足を補うため、

失業等給付の積立金から雇用保険二事業の雇用安定資金へ借り入れる仕組み

を暫定的に措置する。 

【積立金の使用額】 

予算で定めるところにより、平成２２年度については、雇用調整助成金等のため 

に必要な額を失業等給付の積立金から使用する。（平成２２年度予算４，４００億円） 

【返済方法】 

雇用保険二事業の単年度収支が黒字になった場合、その分は、積立金の借入額に 

達するまで返還する。 

現在、雇用失業情勢は依然として厳しい状況にあり、特に、非正規労働者の

雇用の安定や雇用保険財政の安定的な運営に大きな影響を与えている中で、非

正規労働者に対するセーフティネット機能の強化、雇用保険の財政基盤の強化

等を図ることが緊急の課題となっている。 
そのため、（１）非正規労働者に対する適用範囲の拡大、（２）雇用保険に未

加入とされた者に対する遡及適用期間の改善、（３）積立金から雇用安定資金

に借り入れる仕組みの措置、（４）雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項

の発動停止を内容とする雇用保険法等の改正を本年４月１日（（２）について

は本日から起算して９か月を超えない範囲内において政令で定める日）より行

うこととしたものである。 
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（２）雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動停止 

平成２２年度における雇用保険二事業の保険料率については、弾力変更の

規定は適用せず、原則の３．５／１０００とする。（別紙３参照） 

【現行】 

現行規定によれば平成２２年度の保険料 ３．０／１０００（弾力条項の発動により 

原則の３．５／１０００から０．５／１０００引き下げ） 

↓ 

【暫定措置】 

平成２２年度の保険料率 ３．５／１０００（弾力条項の発動を停止し、原則どおり 

の料率）  

 

Ⅱ 施行期日 

平成２２年４月１日（１（２）については公布の日（※）から起算して９

か月を超えない範囲内において政令で定める日） 

 ※ 公布日は平成２２年３月３１日 

 



○ 平成２１年雇用保険法改正に併せ、短時間労働者の適用基準を「１年以上雇用見込み」から「６か月

以上雇用見込み」に緩和（業務取扱要領を改正）

○ 現在、「６か月以上雇用見込み」要件のために適用が受けられない者がいるが、非正規労働者に対する

雇用のセーフティネット機能の強化を図るため、更なる緩和が必要

改正の背景

非正規労働者に対する適用範囲の拡大

○ 短時間労働者についての適用基準である「６か月以上雇用見込み」を「３１日以上雇用見込み」に緩
和する。

＜現行＞
「週所定労働時間２０時間以上」
「６か月以上雇用見込み」（業務取扱要領に規定）

＜改正後＞
「週所定労働時間２０時間以上」
「３１日以上雇用見込み」（雇用保険法に規定）

○ このほか、現行の業務取扱要領において適用除外としている「週所定労働時間２０時間未満の者」、
「昼間学生アルバイト」等についても、法律に規定。

改正の内容

主たる雇用関係
における

週所定労働時間

20時間未満 適用除外

20時間以上

31日以上の雇用が
見込まれるか

ＹＥＳ

ＮＯ

一般被保険者

日雇労働
被保険者

〈改正後〉

別紙１



雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善

○ 事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったことにより、雇用保険に未加入となっていた者につ
いては、現行制度においても、被保険者であったことが確認された日から２年前まで遡及して適用可能

○ しかしながら、２年前までしか遡及できないことにより、事業主から雇用保険料を控除されていた期間
を全て被保険者であった期間として算定した場合よりも所定給付日数が短くなるケースが発生

改正の背景

改正の内容

○ 雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間を改善
＜現行＞
被保険者であったことが確認された日から２年前まで遡及

＜改正後＞
・ 事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者に
ついては、２年を超えて遡及（雇用保険料の天引きが確認された時点まで遡及）

例）倒産、解雇等による離職の者が６年前の給与明細等で雇用保険料控除の事実が確認できた場合
所定給付日数： 30歳以上45歳未満 90→180日分、45歳以上60歳未満 180→240日分

・ 遡及適用の対象となった労働者を雇用していた事業主のうち、事業所全体として保険関係成立届
を提出しておらず、保険料を納付していないケースについては、保険料の徴収時効である２年経過後
でも納付可能とし、その納付を勧奨する。

別紙２



労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき 

雇用保険率を変更する告示の制定について 

 

  

 

１ 趣旨 

○ 平成 22年度の雇用保険料率については、 

 ・ 失業等給付に係る雇用保険料率について、積立金の状況を勘案し、原則 16

／1000であるところ、弾力条項（労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭

和 44年法律第 84号。以下「徴収法」という。）第 12条第５項）により 12／1000

に引き下げる 

   （参考） 平成 21年度の保険料率は、雇用保険法等の一部を改正する法律（平成 21年法律第

５号）により、１年限りの特例措置として８／1000とされたところ。 

 ・ 雇用保険二事業に係る雇用保険料率について、「雇用保険法等の一部を改正

する法律案」により、特例的に弾力条項（徴収法第 12 条第８項）を発動しな

いこととし、3.5／1000とする 

 ことから、雇用保険料率を告示する必要がある。 

 

２ 告示の概要 

○ 平成 22 年度の雇用保険料率について、15.5／1000（農林水産業及び清酒製造

業については 17.5／1000、建設業については 18.5／1000）とする。 

  

＜平成２２年度の雇用保険料率＞ 

（ ）内は平成 21 年度 

労働者負担 事業主負担

一般の事業
15.5/1000
(11/1000)

12/1000
(8/1000)

6/1000
(4/1000)

6/1000
(4/1000)

3.5/1000
(3/1000)

農林水産・清酒製造業
17.5/1000
(13/1000)

14/1000
(10/1000)

7/1000
(5/1000)

7/1000
(5/1000)

3 .5/1000
(3/1000)

建設業
18.5/1000
(14/1000)

14/1000
(10/1000)

7/1000
(5/1000)

7/1000
(5/1000)

4 .5/1000
(4/1000)

二事業に係る保険
料率

雇用保険料率 失業等給付に係
る保険料率

 

 

 

３ 適用日 

  平成 22年４月１日 

労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料 

別紙３ 



 

 

 

 

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」の国会審議経過 

 

○ ３月１１日（木） 衆・本会議 趣旨説明、質疑 

 

○ ３月１７日（水） 衆・厚生労働委員会 提案理由説明、質疑 

 

○ ３月１９日（金） 衆・厚生労働委員会 質疑 

 

○ ３月２４日（水） 衆・厚生労働委員会 質疑、可決 

 

○ ３月２５日（木） 衆・本会議 可決 

 

○ ３月２６日（金） 参・本会議 趣旨説明、質疑  

参・厚生労働委員会 提案理由説明 

 

○ ３月３０日（火） 参・厚生労働委員会 質疑、可決 

 

○ ３月３１日（水） 参・本会議 可決、成立 
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（１） 非正規労働者に対する適用範囲の拡大
雇用保険の適用基準である「６か月以上雇用見込み」（業務取扱要領に規定）を「３１日以上雇用見込み」 （雇用保険法に

規定）に緩和

１．雇用保険の適用範囲の拡大

雇用保険法等の一部を改正する法律の概要【当初予算関連。３月３１日公布】

現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化、雇用保険の財政
基盤の強化等を図る。

（１） 雇用保険二事業（事業主からの保険料負担のみ）の財源不足を補うため、失業等給付の積立金から借
り入れる仕組みを暫定的に措置

２．雇用保険二事業の財政基盤の強化

（（１）は平成２２・２３年度についての暫定措置、（２）は平成２２年度についての暫定措置）

施行日：平成２２年４月１日（１．（２）については、政令で定める日（公布日から９月以内））

（２） 雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
○ 事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除さ
れていたことが給与明細等の書類により確認された者については、２年（現行）を超えて遡及適用

○ この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効
である２年経過後も保険料を納付可能とし、その納付を勧奨

（２） 雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動を停止
＜現行＞ ２１年度の保険料率 ３．０／１０００（弾力） → 現行規定によれば２２年度も３．０／１０００（弾力）

＜改正案＞ ２２年度の保険料率 ３．５／１０００（弾力条項の発動を停止し、原則どおりとする）

失業等給付に係る22年度の保険料率（労使折半）［告示］
・原則16/1000のところ12/1000とする（参考：21年度の保険料率は、前回法改正により1年限りの特例措置として8/1000）

参考１



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

労働者・求職者・事業主の皆さまへ 
 

【旧】 ○６ヶ月以上の雇用見込みがあること 
 

○１週間の所定労働時間が２０時間以上であること 

【新】○３１日以上の雇用見込みがあること 
 

○１週間の所定労働時間が２０時間以上であること 

◇ 短時間就労者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲を以下のとおり拡大しました。 
 

◎ 「３１日以上の雇用見込みがあること」とは・・・ 

○ ３１日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当することとなり

ます。 

○ このため、例えば、次の場合には、雇用契約期間が３１日未満であっても、原則として、３１

日以上の雇用が見込まれるものとして、雇用保険が適用されることとなります。 

・ 雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり３１日未満での雇止めの明示がないとき 

・ 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が３１日以上雇用

された実績があるとき 
 

※ 適用要件に該当する労働者を雇い入れた場合には、公共職業安定所に対して雇い入れた日の属

する月の翌月１０日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出することが義務づけられています。 
 

※ 雇用保険に加入した場合には、公共職業安定所から事業主を通じて雇用保険被保険者証等を交付

することとしています。事業主の皆さまは、「雇用保険被保険者証」及び「雇用保険被保険者資格取

得確認通知書」を確実に本人に渡していただくようお願いします。 

（裏面に続きます） 

参考２ 

 



 ○ 雇用契約期間が３１日未満の方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月１日 

２０日間 

 

 

 

 

 

○ 雇用契約期間が３１日未満であっても、３１日以上雇用が継続しないことが明らかで

ある場合を除き、雇入れ時から適用されます。 

（表面の続きになります。） 

◇ ４月１日以後における取扱いは以下のとおりとなります。 

 

○ 雇用契約期間が３１日以上ある方（雇用契約期間の定めのない方も含みます。） 

※ 現在雇用している労働者の方が、４月１日以後、３１日以上の雇用見込みがある場合には、事業主の方は、

５月１０日までに、公共職業安定所へ雇用保険被保険者資格取得届を提出していただくようお願いします。 

◇ 失業等給付に係る雇用保険料率が変更になりました。 

（一般の事業の場合：０．８％（平成２１年度１年間の暫定措置） → １．２％（平成２２年度）を労使折半） 

◇ この他、事業主の方には、雇用保険二事業に係る雇用保険料率（平成２２年度は、一般の事業

の場合、原則どおりの０．３５％）を負担していただく必要があります。 

  平成２２年度の雇用保険料率（一般の事業） １．５５％ （事業主負担分：０．９５％、労働者負担分：０．６％） 

 

◇ 事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったために、雇用保険に未加入とされ

ていた方は、これまで被保険者であったことが確認された日から２年前まで雇用保険の遡及適用が可

能でした。 

◇ 施行日（※）以後は、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類により確認

された方については、２年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となります。 

（※）施行日とは・・・公布日（平成２２年３月３１日）から９ヶ月以内の政令で定める日をいいます。 

 

詳しい改正内容などについては、最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）におたずね下さい。 

また、改正内容については、厚生労働省ホームページにおいても確認ができます。 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ／ｂｕｎｙａ／ｋｏｙｏｕｈｏｋｅｎ．ｈｔｍｌ 

 

厚生労働省／都道府県労働局／公共職業安定所（ハローワーク） 

２か月 

 

４月１日 
○ 雇用契約期間が３１日以上であるため、雇入れ時から適用されます。 

※ ４月１日以前から引き続き雇用されている労働者の方については、４月１日時点において、４月１日以後に、

３１日以上の雇用見込みがあるかどうか（３１日以上雇用が継続しないことが明らかであるかどうか）により雇

用保険の適用を判断することとなります。 
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